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平成16年10月 1日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1611号

秋
田
県
告
示
第
七
百
七
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
七
七
四
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
（
七
七
五
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
七
七
六
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
２

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
七
七
七
・
本
荘
保
健
所
）
…
…
…
…
…
２

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
七
七
八
・
横
手
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
七
七
九
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
七
八
〇
・
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
３

教
育
委
員
会
告
示

◯
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
一
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
　
　
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
み
ず
ほ

介
護
老
人
保
健
施
設
大
館
園

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事

業
所

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
郡
千
畑
町
土
崎
字
厨
川
六
十
七
番
地
二

大
館
市
芦
田
子
字
芦
田
子
南
二
百
七
十
五
番
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介

護訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
一
月
一
日

平
成
十
六
年
五
月
一
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
す
ず
ら
ん
　
代

表
取
締
役

医
療
法
人
光
智
会
　
理
事

長

名
　
　
　
　
　
　
称

㈲
す
ず
ら
ん
居
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
み
ず
ほ

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
す
ず
ら
ん
　
代
表
取
締
役

所
　
　
在
　
　
地

仙
北
郡
千
畑
町
本
堂
城

回
字
田
町
二
百
七
番
地

変

更

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
一
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
事

業

変
　
　
更
　
　
前

仙
北
郡
千
畑
町
本
堂
城
回

字
田
町
二
百
七
番
地

変
　
　
更
　
　
後

仙
北
郡
千
畑
町
土
崎
字
厨

川
六
十
七
番
地
二

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
事
　
　
　
　
項
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秋
田
県
告
示
第
七
百
七
十
七
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
七
百
七
十
八
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

秋
田
県
告
示
第
七
百
七
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

名
　
　
　
　
　
　
称

㈲
す
ず
ら
ん
居
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
み
ず
ほ

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
す
ず
ら
ん
　
代
表
取
締
役

所
　
　
在
　
　
地

仙
北
郡
千
畑
町
本
堂
城

回
字
田
町
二
百
七
番
地

変

更

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
一
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
事

業

変
　
　
更
　
　
前

仙
北
郡
千
畑
町
本
堂
城
回

字
田
町
二
百
七
番
地

変
　
　
更
　
　
後

仙
北
郡
千
畑
町
土
崎
字
厨

川
六
十
七
番
地
二

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
事
　
　
　
　
項

名
　
　
　
　
　
称

株
式
会
社
虹
の
街
大
曲
営
業
所

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
曲
市
戸
蒔
字
谷
地
添
百
十
二
番
地
一

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
事
業

廃

止

年

月

日

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
虹
の
街
　
代
表

取
締
役

名
　
　
　
称

内
藤
医
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

本
荘
市
中
竪
町
一

辞

退

年

月

日

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

名
　
　
　
称

あ
さ
ひ
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
朝
日
が
丘
三
丁
目
一
番
五
十

号

指

定
年

月

日

平
成
十
六
年
九
月
十
五
日
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
七
百
八
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
六
年

五
月
十
九
日
付
け
指
令
仙
建
―
十
七
―
一
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
大
町
七
番
二
十
七
号

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
社
長
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

二
　
開
発
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

第
一
工
区

大
曲
市
福
田
町
五
十
四
番
一
、
五
十
四
番
五
、
五
十
五
番
一
、
五
十
五
番
二
、
五
十
六
番
一
、

五
十
七
番
、
五
十
八
番
、
五
十
九
番
、
六
十
番
、
六
十
一
番
、
六
十
二
番
、
六
十
三
番
、
六
十
四

番
、
百
二
番
、
百
三
番
、
百
四
番
、
百
五
番
、
百
六
番
、
百
七
番
、
百
八
番
三
、
百
九
番
一
、
百

九
番
二
、
百
九
番
三
、
百
十
番
一
、
百
十
番
四
、
百
十
番
五
、
百
十
一
番
四
十
五
、
百
十
七
番
一
、

百
十
八
番
、
百
十
九
番
、
百
二
十
番
、
百
二
十
一
番
、
百
二
十
二
番
、
百
二
十
三
番
、
百
二
十
四

番
、
百
二
十
五
番
、
百
二
十
六
番
、
百
二
十
七
番

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

一
　
日
時
　
平
成
十
六
年
十
月
五
日
　
午
前
十
時
四
十
分

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（二）

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（三）

秋
田
県
産
業
教
育
審
議
会
委
員
の
任
命

（四）

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（五）

秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
委
員
の
任
命

（六）

そ
の
他

教

育

委

員

会

告

示

３

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
五
号

百
五
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

三
七
・
五
〇
〜
四
七
・
四
〇

三
六
・
〇
〇
〜
四
六
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
一
八

〇
・
〇
一
八

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

本
荘
市
川
口
字
上
菖
蒲
崎
三
番
九
地
先
か
ら
字
後
野
二
二
番
一
〇
地
先
ま
で

〃
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